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アーツカウンシル新潟（公益財団法人新潟市芸術文化振興財団） 

令和２年度  

文化芸術団体ステップアップ助成金 募集要領 
 

 

 新潟市内では様々な文化芸術活動（※）が日々行われています。活動に取り組むなかで、

時には、構成員の確保や活動のマンネリ化など、団体の取り組みや運営に対する様々な課題

や不安が生じてきます。また、活動が成熟するなかで、新しい取り組みへの期待や団体の拡

大など、新たな段階へのステップアップが望まれることもあります。 

 アーツカウンシル新潟では、こうした文化芸術を主な活動とするグループや団体におい

て生じる多様な“変化”に対応するための取り組みを応援する助成金を新設しました。 

 団体が活動していくうえで生じる様々な変化に対応し、その目的や運営の方法などを見

直すきっかけとなる事例調査やセミナー等を実施することで、その先へとステップアップ

をめざす団体を募集します。 

 

※文化芸術活動とは 

文学や音楽、美術、演劇、舞踊などの「芸術」のほか、メディア芸術、伝統芸能、デザイン、

工芸、生活文化、歴史文化、食文化、などを含む、幅広い分野の活動です。 

 

文化芸術基盤整備促進支援事業について 

市民の皆様が文化芸術に触れられる環境づくり、文化芸術を活用した地域の課題解決等を目的とした助

成事業です。助成上限額 100 万円、助成回数最大 3 回までと長期的に幅広い取り組みを実践することが

できます。この助成金「文化芸術団体ステップアップ助成金」をご活用いただいた後も、基盤助成をとお

して団体の持続的な活動を支援したいと考えています。 

 

 

 受付期間 令和 2年 7月 20日（月）～ （随時受付） 

      ※偶数月の 15日（土曜日、日曜日又は祝祭日にあたる場合は、その前日）ま 

       でに受け付けした申請について、その月末に審査を行い、採否を決定します。 
 

 申請方法 必要書類を揃えた上で、アーツカウンシル新潟へ持参してください。受付の際、 

スタッフが聞き取りを行います。（受付時間：平日午前 9時～午後 5時 15分） 

      持参が難しい場合は、郵送またはメールで必要書類を提出いただくこともで 

きます。 
 

 提 出 先 アーツカウンシル新潟（公益財団法人新潟市芸術文化振興財団） 

      〒951-8062 新潟県新潟市中央区西堀前通 6番町 894-1 西堀 6番館ビル 5F 

      TEL：025-378-4690 FAX：025-378-4663 

      e-mail：artscouncil@niigata.email.ne.jp 
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助成の対象者 

 新潟市内で文化や芸術を主な活動とし、新たな変化に対応したステップアップをめざ

すグループや団体。ただし、下記 3項目のすべてに該当すること。 

・代表者が新潟市内に在住し、かつ構成員が主に新潟市民の団体であって本拠地が新潟

市内にあること。 

・市税を滞納していないこと。 

・事業関係者に暴力団関係者を有していないこと。 

 

 

得られる支援 

■助成金による支援 

助 成 額 上限額 20万円（採択件数は 10件程度を予定しています。） 

助 成 回 数 同一団体が助成を受けられる回数は最大 2 回（同一年度内は 1 回）とし

ます。なお、1回目の助成は助成率を 10割、2回目は 8割とします。 

助成対象経費 

・ 調査・研究、視察・研修、講師の招へいに必要な旅費等（市旅費規程

に準じる額） 

・ 視察・研修等にかかる参加費 

・ 参加者募集や事業成果公表のための印刷製本費 

・ 印刷物の発送等にかかる郵送料等の役務費 

・ 会場や設備等の使用料 

・ 講師等への謝礼（市謝礼基準に準じる額。手土産代等は含まない。） 

 対 象 期 間 交付決定日（第 1回交付決定は 9月上旬を予定）～令和 3年 3月 31日 

      ※全ての経費は、令和 3 年 3 月 31 日までに支払いを完了してください。 

 

■留意事項 

・ アーツカウンシル新潟の PD（プログラムディレクター）、PO（プログラムオ

フィサー）が、申請内容の聞き取りや事業実施前後の打ち合わせを行います。 

・ 事業の完了後 30日以内に、完了報告書や収支決算書、経費執行にかかる証拠

書類（領収書の写し）等の書類と、指定様式の成果報告書の提出をお願いしま

す。提出いただいた成果報告書の内容はアーツカウンシル新潟の web サイト

に掲載し、公開します。 
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対象となる取り組み 

■助成対象 

 団体が現在抱えている課題に対する取り組みが対象です。 

 

（取り組みのイメージ） 

・ （ある分野の）市内の文化芸術活動の現状を把握したい 

・ 今後の活動の参考にするため、自団体と同様の取り組みをしている類似事例

の話を聞きたい 

・ 活動に関する知識や会員の技術向上をめざす研修会に参加したい 

・ 遠方の講師を招いて講演やワークショップを開きたい 

・ 多くの人に活動へ参加してもらうため、効果的な広報を学びたい 

・ 会計や組織の若返りなど、組織を維持運営するための講習に参加したい 

・ 会費や寄付金、助成金などをうまく集めて活動を発展させる方法を調べたい 

 

■対象とならない取り組み 

・営利を目的とするなど産業的色彩の濃いもの 

・文化祭、部活動など学校行事に類するものや学会に類するもの 

・政治的、宗教的な目的を持つもの 

・本事業に申請しようとする取り組みについて、国及び地方公共団体から補助金等の援助

を受けている、または申請しているもの 

・募金活動や会員勧誘を主たる目的とするもの 

 

 

※アーツカウンシル新潟について 

アーツカウンシル新潟は、東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた文

化プログラムに全市一体で取り組み、市民の文化芸術活動の活性化を図るとともに、国際観

光の振興や経済活動の推進につなげ、大会終了後もその成果を継承し、持続的な文化創造交

流都市の推進体制を構築することを目的に、公益財団法人新潟市芸術文化振興財団事務局

内に平成 28年 9月 26日に設立されました。 
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取り組み実施の流れ 

応募から助成金交付に至るまでの流れは、以下のとおりです。 

 

・取り組みたい事業が本助成事業の趣旨に合うか、ご相談いただけま

す。（事前相談は必須ではありませんが推奨します）。 

 

 

・申請書及び必要書類をアーツカウンシル新潟へ持参してください。 

 スタッフが聞き取りをして受け付けします。 

・持参が難しい場合は郵送またはメールで提出することもできます。 

 

・偶数月の 15日までに受け付けた申請について、その月の月末まで 

 に書類審査を行います。 

・5つの評価項目に沿って審査します。 

 

・採択・不採択の結果を申請者に通知書で通知します。 

・審査を行った翌月の 15日までに結果を通知します。 

 

 

・事業実施前に、担当 POとの打ち合わせを行います。 

・採択条件により、事業内容の再調整をお願いする場合があります。 

・事業を実施する際は、原則として POが立ち会います。 

・交付決定日以降に支払う経費が助成対象となります。 

 

・事業完了後 30日以内に完了報告書を提出してください。 

・提出いただく指定様式の成果報告書は、アーツカウンシル新潟の 

 webサイトにて、公開します。 

・完了報告書はアーツカウンシル新潟へ持参してください。スタッフ 

 が確認します。 

 

・完了報告書の検査後、助成金額を確定し、交付します。 

 

 

 

  

①事前相談 

②応募・申請 

③審査 

⑤事業の実施 

⑥事業完了報告 

⑦助成金の交付 

④採択・不採択 
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①事前相談 

アーツカウンシル新潟ではご相談を随時受け付けております。申請をご検討の

方は、ぜひご相談ください。（事前相談は必須ではありませんが推奨します。） 

 

②応募・申請 

 必要書類を用意し、アーツカウンシル新潟へ持参、郵送、またはメールで提出し

てください。申請書の様式等はアーツカウンシル新潟で配布するほか、アーツカウ

ンシル新潟の webサイトにも掲載します。 

 

    必要書類 ①申請書（記入漏れ、押印漏れのないよう、ご注意ください） 

②団体概要書 

③事業計画書 

④事業収支予算書 

⑤団体の規約（定款等）、住所の記載してある名簿 

    ⑥暴力団排除に関する誓約書 

⑦納税証明書（市税の滞納処分を受けたことがない証明書。任意団体の

場合は、代表者の証明書） 

※「納税証明書」の交付申請書記入時には、「新潟市制度用」にチェッ

クをしてください。（「新潟市制度用」には市・県民税、固定資産税、

軽自動車税等の税に関する納税証明が記載されます。） 

 

受付期間 令和 2年 7月 20日（月）～随時（予算がなくなり次第終了） 

 

申請方法 ・原則として、アーツカウンシル新潟へ持参してください。POが聞き 

      取りをして受け付けします。 

     ・持参が難しい場合は、郵送またはメールで必要書類を提出してくださ

い。メールの場合は件名を「文化芸術団体ステップアップ助成金申請

書」としてください。後日 POが聞き取りを行い、原本の提出をお願

いします。郵送の場合は封筒に「文化芸術団体ステップアップ助成金

申請書在中」と朱書きで記入してください。 

 

提 出 先 アーツカウンシル新潟（公益財団法人新潟市芸術文化振興財団） 

         〒951-8062 新潟県新潟市中央区西堀前通 6 番町 894-1 西堀 6 番館ビル 5F 

     TEL：025-378-4690 FAX：025-378-4663 

     e-mail：artscouncil@niigata.email.ne.jp 

  

mailto:artscouncil@niigata.email.ne.jp
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③審査 

 規定の評価項目に沿って審査します。 

     偶数月の 15日（土曜日、日曜日または祝祭日にあたる場合は、その前日）まで 

     に受け付けた申請について、その月末までに審査会を行い、採否を決定します。 

 

④採択・不採択 

     審査会の翌月 15日までに申請者に通知書を郵送し、採否を通知します。 

 

⑤事業の実施  

     事業実施前に、必ず担当 POと打ち合わせを行います。その際に、採択条件によ

っては、事業内容の再調整をお願いする場合があります。また、事業を実施する際

には、原則として POが立ち会わせていただきます。 

    ※交付決定日以降に支払う経費が助成対象となりますので、出金の日付にご注意 

     ください。 

 

⑥事業完了報告 

 事業が完了したときは、完了報告書と収支決算書、領収書の写し、指定様式の成

果報告書等、必要な書類を、完了の日から 30 日以内に提出してください。なお、

成果報告書の内容はアーツカウンシル新潟の webサイトにて公開します。 

 書類はアーツカウンシル新潟へ持参してください。POがヒアリングを行い、確

認します。 

 

⑦助成金の交付 

    完了報告書の確定検査後、助成金を交付します。 

 

 

 

 

 

 

 

問 合 せ  アーツカウンシル新潟（公益財団法人新潟市芸術文化振興財団） 

      〒951-8062 新潟県新潟市中央区西堀前通 6番町 894-1 西堀 6番館ビル 5F 

      TEL：025-378-4690 FAX：025-378-4663 

      e-mail：artscouncil@niigata.email.ne.jp 


